
令和 3年度市高年福祉課提出書類年間スケジュール

③ことぶき作品展

7月 老連理事会にて依頼予定

令和 2年度から8月 → 7月 に変更)

令和 3年 4月 30日

一宮市高年福祉課

(

① 実態報告
。依頼時期は 3月 から2月 の市老連理事会へ 1か月前倒 しすることが可能です。

・提出期日は4月 の市老連理事会か遅 くとも5月 中旬までにいただかなければ、補助金交付申請書の作

成が 6月 の市老連理事会に間に合わないため、期日を延ばすことができません。

v  ※コロナウイルスの感染状況によっては、別途、年度中間報告書の依頼をさせていただく場合がありま

す。 (令和 2年度の年度中間報告書は9月 の市老連理事会にて依頼させていただき、提出期日を 12月

11日 としていました,

② 補助金交付申請

・依頼時期は4月 の市老連理事会を提出期日としている実態報告書をもとに、補助金交付申請書を作成

しているため、6月 の市老連理事会から前倒しすることができません。

・提出期日は7月 の市老連理事会か遅 くとも8月 上旬までにいただかなければ、9月 中に補助金を振 り

込むことができません。補助金の振込が 10月 以降でもよろしければ、期日を延ばすことは可能です。

③ ことぶき作品展

・依頼時期は令和 2年度から7 の市老連理事会に 1か ています。

・提出期日はことぶき作品展の闊_堡が 1⊆ユであるため、期日を延ばすことはできません。

④ 完了報告

・依頼時期は 1月 の市老連理事会としています。(提出期限から3か月前です)

(令和 2年度は新型コロナウイルスの影響により、 2月 の市老連理事会にて依頼 しました)

。提出期日は書類の確認や補助金の返還手続きを5月 中に終わらせる必要があるため、4月 中旬から期

日を延ばすことはできません。
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依頼内容 提出書類 提出期日 (例年通 り)

3月 市老連理事会にて依頼

(令和 4年度から2月 市老連理事会に

①実態報告

て依頼予定)

実態報告書

年度活動計画

会員名簿

4月 市老連理事会

(各単位老人クラブ)

5月 中旬

(各連区連合会)

6月 市老連理事会にて依頼予定

②補助金交付申請 補助金交付申請書

予算額調

補助金交付請求書

口座振 り込み申請書兼委任状

7月 市老連理事会

(各単位老人クラブ)

3月 上旬

(各連区連合会)

ことぶき作品展出品申込書

趣味クラブ発表会出場申込書

9月 中旬

(各単位老人クラブ)

9月 市老連理事会

(各連区連合会)

④補助金事業完了報告

1月 老連理事会にて依頼予定

(令和 2年度はコロナの影響により2

月老連理事会にて依頼)

決算額調

年度活動実績

領収書

各単位老人クラブ)

4月 中旬

(各連区連合会)

4月 上旬
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【第 10回市老連事業改革部報告】      尾西庁舎5F

令和3年 6/25(金 )理事会=10:00～    ※連区事業報告=小信中島 足立理事

1) 市老連ピーク時の会員単位クラブ数=平成 18年度会員数 =42,489名 (単位クラブ 561)

2)令和3年度会員・単位クラブ減少について

会員数=23,584名 /26,377名 (▽ 2,793名 ) 単位クラブ解散=395/430(▽ 35クラブ)

)令和3年意見交換会日程について     「市老連出席者=平子会長 池戸副会長」

※令和3年度老人クラブ補助金事務の手引き=領収書の受領について単位クラブヘ説明〆
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6月   萩原=6/5(土)9:00  開明=6/7(月 )9i30  丹陽=6/10(木)16:00

7月 木曽川=7/2(金 )13:30 大和=7/8(木 )13:30

宮西=7/24(土 )9:00

葉栗=7/9(金)9:30

8月 千秋 =8/5(金 )13:30

浅井=8/12(木 )9:30

三条=8/6(木)13:30  朝日=8/7(金)10:00

4)令和3年高年福祉課事業補助金返還について  別紙

①―宮市老人クラブ事業補助金交付要綱

第15条 1項～6項に該当する場合→第16条返還しなければならない(令和2年80クラブ)

事業補助金=6事業48,000円 4事業=44,400円

6月 =補助金交付申請書・予算額調

口座振込申請書兼委任状・補助金交付請求書

令和3年8月 上旬   提出

5)令和3年高年福祉課提出書類について  ※ことぶき作品展申し込書 6月 =西成連区

6)市老連会議・事業等の交通費補助について イスイ,万

―宮市老人クラブ連合会規約改正   別紙 令和3年 7/1(木 )～ 実施

【第13条4項 =理事会 事業等の参加に対する交通費の補助をする。】

・理事会 =(12回 )(3)グラウンド・ゴルフ大会 三世代交流スポーツ大会 高齢者演芸発表会

支給基準 =定額制とする 1回 (往復)=300円 (同乗者は支給しない)

7)一宮市老人クラブ連合会協力店募集活動メンバーについて

市高年福祉課 (2名 )市 老連 (3名 )=平子会長 服部副会長 中村市老連事務局

8)理事からの意見提案事項について

①過去の理事会での結論

理事会案内ハガキ継続 理事会お茶廃止=令和元年 理事バッチ継続=令和2年

②市老連会報の校正(誤字 脱字)を、事前チエックする担当者を決めたらどうか

教養部会にて検討する。

③一宮市老人クラブ連合会改名提案   連区 単位クラブから進める。

連区改名=市老連 連区役員報告書 単位クラブ改名=実態報告書 変更可
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